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いつやるの？今でしょ！！ごみ減量天下取り大作戦～小学生編～

小学生４～６年生向けに浜松市版環境学習プログラム「君も今日から３Ｒ博士～君には何ができ

るかな？～」を実施しています！ごみ減量のためのキーワード「３Ｒ」について身近なところか

ら学習します。これまでに4つの小学校で430人の小さな３R博士が誕生しました！ 

【プログラムの概要】 

１．導入 

・ごみの量と中身について 

・ごみ処理経費について 

・なぜごみ減量をするのか 

２．展開 

・３Rについて 

・食品ロスについて 

・グループワーク 

(身近にできる３Ｒについて)

３．まとめ 

・今日から始める３R宣言

浜松市は、 です。 

今後も「みんなでやろう！ごみ減量」をキャッチフレーズに 

子どもたちの環境教育に積極的に取組んでいきます！ 
浜松市　天下取り 検索



 ２ 

【東区】雑がみ分別チャレンジが始まりました！！

ごみ減量天下取り大作戦の取組の一つ

として、東区にて12月から「雑がみ分別

チャレンジ」を行っています！ 

東区は、一人１日当たりの家庭系ごみ排

出量が全区の中で最も多く、また、もえる

ごみの中には約９％の雑がみが含まれて

います。 

そこで、今回の雑がみ分別チャレンジで

は、皆さまに雑がみ分別を始めるきっかけ

としていただき、天下取り大作戦の「雑が

み救出作戦」のために、もえるごみとして

捨てられていた多くの雑がみを救出し、資

源としてリサイクルしていただくようお

願いします！ 

ご参加いただいた方には 

ごみ出しグッズを 

プレゼント！ 

（水切りネット、 

指定ごみ袋 各 3枚） 

※先着15,000セット限定 

①家庭から出る雑がみを紙袋に入れて（およそ１kg）、紙ひもで縛る。 

②集めた雑がみを、下表の受付窓口へ受付時間内に持ち込む。 

③窓口で簡単なアンケートに記入して、グッズと交換！ 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gomigen/gomi/recycle/zatsugami.html



 ３ 

忘新年会シーズン到来！みんなでやろう！30・10運動！！ 

まだ食べられるのに捨てられてしまっている

食品のことを食品ロスといいます。具体的には

「過剰除去(例：大根の皮の厚剥き)」「直接廃棄

（賞味期限・消費期限切れ）」「食べ残し」です。

右の写真は実際に浜松市のごみ集積所に、ご

みとして出されていたものです。 

一人ひとりが「もったいない」を意識して行

動することが大切です。

（乾杯後の３０分間） （お開き前の１０分間）

▶お開き前の１０分間はもう一度料理を 

楽しもう！ 

▶幹事は「食べ切り」を呼びかけよう！ 

▶大皿料理の残りは小分けにして 

食べやすくしよう！ 

▶乾杯後３０分間は 

料理を楽しもう！ 

▶料理はできたてを 

味わおう！ 

いよいよ新忘年会の季節・・・宴席の機会が多くなる時期です。楽しい宴席ですが、 

一方で大量の料理の食べ残しが目につくことがあります。「３０・１０運動」とは

最初の30分間は料理を楽しみ、最後の10分は料理を食べ切ることを意識して宴

席を楽しむことです。宴席中は「３０・１０運動」を実践し、食べ残しゼロにご協

力お願いします。 

市役所本館１階および区役

所、協働センターでは、モニタ

ーを設置して浜松市からのお

知らせを放送しています。 

１２月、1 月は「もったいない」

を合言葉に食べ切りについて

放映します！ 

みんなでやろう！ 

３０・１０運動！！ 
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　■各区１人一日あたりのごみ排出量（平成30年9月）

全区 中区 東区 西区 南区 北区 浜北区 天竜区

464ｇ 446ｇ 484ｇ 475ｇ 475ｇ 427ｇ 463ｇ 448ｇ

114ｇ 96ｇ 134ｇ 125ｇ 125ｇ 77ｇ 113ｇ 98ｇ
目標３５０ｇ
まであと

事業所向けごみ減量天下取り説明会を実施しています

■平成３０年９月分の家庭系ごみ排出量をお知らせします 

今回の説明会へは、３０名程度の社員

の方にご参加いただきました。 

説明会では、家庭から出るごみと事業

所から出るごみの違いや、適正な処理方

法、ごみの分別・減量方法について、資

料を用いて、約 1 時間程度の説明を行い

ました。

この説明会を通して、ごみ減量や適正処理の重要性に加えて、職場から出るごみ

を減量・資源化することで、ごみの処理経費が減り、資源物として売却した際の利

益が出るなど、職場でのごみ減量の取り組みが事業所のコスト削減につながること

についても、みなさん理解を深めていただけたと思います。 

今後も、事業所から出るごみの適正処理や減量の情報を、説明会等 

で発信をしていきます。 

１．所要時間   ３０分～１時間程度（ご希望に合わせます。） 

２．内   容  ①事業所から出るごみの適正処理について 

        ②ごみの分別・減量方法について 

３．そ の 他  ①当課職員が説明や資料の用意等を行います。 

②説明会の会場は各事業所で確保していただきますよう 

お願いします。 

４．問い合わせ  ごみ減量推進課 指導許可グループ 

     TEL：053-453-6229 

Email： gomigen@city.hamamatsu.shizuoka.jp   

皆様の積極的なご参加をお待ちしております！ 

「職場でできるごみ減量と適正処理」と題して、事業所向け説明会を開催しました。


